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分
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「愛知労働局名古屋中公共職業安定所他」に係
る建物賃貸借契約

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日
豊島株式会社
一宮市せんい二丁目5番
11号

2180001083272
現に使用している建物の使用料であるため、所有者でなけ
れば契約不可能であり、会計法第29条の３第４項に該当

460,063,368 円 460,063,368 円 100.0% 0

愛知労働局広小路庁舎・名古屋北労働基準監督
署愛知労災保険業務センター建物賃貸借契約

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日

ジャパンリアルエステイト
投資法人
東京都千代田区大手町１
丁目１番１号

2010005005479
現に使用している建物の使用料であるため、所有者でなけ
れば契約不可能であり、会計法第29条の３第４項に該当

138,925,068 円 138,925,068 円 100.0% 0

「あいち雇用助成室書庫スペース」に係る建物
賃貸借契約

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日
勤次郎株式会社
東京都千代田区外神田４
丁目１４番１号

5180001039651
現に使用している建物の使用料であるため、所有者でなけ
れば契約不可能であり、会計法第29条の３第４項に該当

48,393,840 円 48,393,840 円 100.0% 0

令和７年度高齢者活躍人材確保育成事業委託契
約

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日

公益社団法人　愛知県シ
ルバー人材センター連合
会
名古屋市中村区竹橋町36
番31号

1180005014489

高齢者雇用安定法において、「高年齢者退職者に対し、臨
時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業
に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習」について
は、シルバー人材センターが行うこととされている。現
在、各都道府県において、知事が指定するシルバー人材セ
ンターは全都道府県とも、各都道府県のシルバー人材セン
ター連合会が指定されていることから、会計法第29条の３
第４項に該当

50,640,767 円 49,130,000 円 97.0% 0 公社
都道府
県所管

1者

「エフリードビル」に係る建物賃貸借契約

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日
株式会社エフリード
名古屋市中区錦２丁目１１
番６号

8180001034716
現に使用している建物の使用料であるため、所有者でなけ
れば契約不可能であり、会計法第29条の３第４項に該当

45,936,000 円 45,936,000 円 100.0% 0

令和７年度障害者就業・生活支援センター事業
（雇用安定等事業）委託契約

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日
社会福祉法人共生福祉会
名古屋市北区山田町四丁
目84番

5180005002770

障害者の身近な地域で就業面及び生活面の一体的な支援を
行う本事業の実施主体については、障害者の雇用の促進等
に関する法律第27条第１項により、都道府県知事が障害者
の職業の安定を図ることを目的として設立された一般社団
法人、一般財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法
人、その他厚生労働省令で定める法人を指定することとさ
れている。当該法人は、本業務を行うものとして都道府県
知事に指定され、かつ当該地域における本事業の受託者と
して都道府県知事から推薦された唯一の団体であり、会計
法第29条の３第４項（契約の目的又は性質が競争を許さな
い場合）に該当

46,368,578 円 46,368,551 円 99.9% 0

令和７年度障害者就業・生活支援センター事業
（雇用安定等事業）委託契約

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日
社会福祉法人養楽福祉会
春日井市廻間町字神屋洞
703番地１

9180005008236

障害者の身近な地域で就業面及び生活面の一体的な支援を
行う本事業の実施主体については、障害者の雇用の促進等
に関する法律第27条第１項により、都道府県知事が障害者
の職業の安定を図ることを目的として設立された一般社団
法人、一般財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法
人、その他厚生労働省令で定める法人を指定することとさ
れている。当該法人は、本業務を行うものとして都道府県
知事に指定され、かつ当該地域における本事業の受託者と
して都道府県知事から推薦された唯一の団体であり、会計
法第29条の３第４項（契約の目的又は性質が競争を許さな
い場合）に該当

34,213,058 円 34,213,055 円 99.9% 0

令和７年度医療労務管理支援事業委託契約

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日

公益社団法人　愛知県医
師会
名古屋市中区栄四丁目14
番28号

8180005005003

医療従事者の勤務環境の改善を促進するための拠点として
の機能（「医療勤務環境改善支援センター」（以下「支援
センター」という。））の運用については、愛知県が地域
の医療関係団体に委託して設置し、運営全般を実施するも
のであり、労働局においては、支援センターの運営業務の
一部である労務管理支援業務を行うものである。よって、
契約の性質又は目的が競争を許さないものと判断されるた
め、会計29条の３第４項に該当

37,345,825 円 37,273,324 円 99.8% 0 公社
都道府
県所管

1者

備考

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開（別紙様式４）

物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏
名並びにその所属
する部局の名称及

び所在地

契約を締結した日 予定価格 契約金額 落札率
再就職の役員

の数
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）

公益法人の場合

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号



令和７年度障害者就業・生活支援センター事業
（雇用安定等事業）委託契約

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日

社会福祉法人　半田市社
会福祉協議会
半田市雁宿町一丁目22番
１号

3180005011708

障害者の身近な地域で就業面及び生活面の一体的な支援を
行う本事業の実施主体については、障害者の雇用の促進等
に関する法律第27条第１項により、都道府県知事が障害者
の職業の安定を図ることを目的として設立された一般社団
法人、一般財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法
人、その他厚生労働省令で定める法人を指定することとさ
れている。当該法人は、本業務を行うものとして都道府県
知事に指定され、かつ当該地域における本事業の受託者と
して都道府県知事から推薦された唯一の団体であり、会計
法第29条の３第４項（契約の目的又は性質が競争を許さな
い場合）に該当するものである。

36,833,142 円 36,827,855 円 99.9% 0

令和７年度障害者就業・生活支援センター事業
（雇用安定等事業）委託契約

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日

社会福祉法人樫の木福祉
会
一宮市冨田字砂原2147番
地

1180005009646

障害者の身近な地域で就業面及び生活面の一体的な支援を
行う本事業の実施主体については、障害者の雇用の促進等
に関する法律第27条第１項により、都道府県知事が障害者
の職業の安定を図ることを目的として設立された一般社団
法人、一般財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法
人、その他厚生労働省令で定める法人を指定することとさ
れている。当該法人は、本業務を行うものとして都道府県
知事に指定され、かつ当該地域における本事業の受託者と
して都道府県知事から推薦された唯一の団体であり、会計
法第29条の３第４項（契約の目的又は性質が競争を許さな
い場合）に該当

33,317,585 円 33,317,578 円 99.9% 0

令和７年度障害者就業・生活支援センター事業
（雇用安定等事業）委託契約

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日

社会福祉法人豊田市福祉
事業団
豊田市西山町二丁目19番
地

5180305005358

障害者の身近な地域で就業面及び生活面の一体的な支援を
行う本事業の実施主体については、障害者の雇用の促進等
に関する法律第27条第１項により、都道府県知事が障害者
の職業の安定を図ることを目的として設立された一般社団
法人、一般財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法
人、その他厚生労働省令で定める法人を指定することとさ
れている。当該法人は、本業務を行うものとして都道府県
知事に指定され、かつ当該地域における本事業の受託者と
して都道府県知事から推薦された唯一の団体であり、会計
法第29条の３第４項（契約の目的又は性質が競争を許さな
い場合）に該当

28,599,818 円 28,599,814 円 99.9% 0

令和７年度障害者就業・生活支援センター事業
（雇用安定等事業）委託契約

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日

社会福祉法人ひまわり福
祉会
尾張旭市上の山町間口
2584番地　2589番地２

7180005008964

障害者の身近な地域で就業面及び生活面の一体的な支援を
行う本事業の実施主体については、障害者の雇用の促進等
に関する法律第27条第１項により、都道府県知事が障害者
の職業の安定を図ることを目的として設立された一般社団
法人、一般財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法
人、その他厚生労働省令で定める法人を指定することとさ
れている。当該法人は、本業務を行うものとして都道府県
知事に指定され、かつ当該地域における本事業の受託者と
して都道府県知事から推薦された唯一の団体であり、会計
法第29条の３第４項（契約の目的又は性質が競争を許さな
い場合）に該当

28,190,901 円 28,190,333 円 99.9% 0

令和７年度障害者就業・生活支援センター事業
（雇用安定等事業）委託契約

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日
社会福祉法人岩崎学園
豊橋市岩崎町字利兵71番
地

5180305002413

障害者の身近な地域で就業面及び生活面の一体的な支援を
行う本事業の実施主体については、障害者の雇用の促進等
に関する法律第27条第１項により、都道府県知事が障害者
の職業の安定を図ることを目的として設立された一般社団
法人、一般財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法
人、その他厚生労働省令で定める法人を指定することとさ
れている。当該法人は、本業務を行うものとして都道府県
知事に指定され、かつ当該地域における本事業の受託者と
して都道府県知事から推薦された唯一の団体であり、会計
法第29条の３第４項（契約の目的又は性質が競争を許さな
い場合）に該当

24,504,401 円 24,504,350 円 99.9% 0

令和７年度障害者就業・生活支援センター事業
（雇用安定等事業）委託契約

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日

特定非営利活動法人くるく
る
愛知県刈谷市新栄町７－
７３　フラワービル３Ｆ

7180305005091

障害者の身近な地域で就業面及び生活面の一体的な支援を
行う本事業の実施主体については、障害者の雇用の促進等
に関する法律第27条第１項により、都道府県知事が障害者
の職業の安定を図ることを目的として設立された一般社団
法人、一般財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法
人、その他厚生労働省令で定める法人を指定することとさ
れている。当該法人は、本業務を行うものとして都道府県
知事に指定され、かつ当該地域における本事業の受託者と
して都道府県知事から推薦された唯一の団体であり、会計
法第29条の３第４項（契約の目的又は性質が競争を許さな
い場合）に該当

21,839,616 円 21,839,510 円 99.9% 0

令和７年度障害者就業・生活支援センター事業
（雇用安定等事業）委託契約

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日

社会福祉法人名古屋ライ
トハウス
名古屋市昭和区川名本町
１－２

6180005002828

障害者の身近な地域で就業面及び生活面の一体的な支援を
行う本事業の実施主体については、障害者の雇用の促進等
に関する法律第27条第１項により、都道府県知事が障害者
の職業の安定を図ることを目的として設立された一般社団
法人、一般財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法
人、その他厚生労働省令で定める法人を指定することとさ
れている。当該法人は、本業務を行うものとして都道府県
知事に指定され、かつ当該地域における本事業の受託者と
して都道府県知事から推薦された唯一の団体であり、会計
法第29条の３第４項（契約の目的又は性質が競争を許さな
い場合）に該当

35,290,057 円 35,290,047 円 99.9% 0



令和７年度障害者就業・生活支援センター事業
（雇用安定等事業）委託契約

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日
社会福祉法人愛恵協会
岡崎市舞木町字小井沢４
－１

3180305000831

障害者の身近な地域で就業面及び生活面の一体的な支援を
行う本事業の実施主体については、障害者の雇用の促進等
に関する法律第27条第１項により、都道府県知事が障害者
の職業の安定を図ることを目的として設立された一般社団
法人、一般財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法
人、その他厚生労働省令で定める法人を指定することとさ
れている。当該法人は、本業務を行うものとして都道府県
知事に指定され、かつ当該地域における本事業の受託者と
して都道府県知事から推薦された唯一の団体であり、会計
法第29条の３第４項（契約の目的又は性質が競争を許さな
い場合）に該当

19,592,166 円 19,592,152 円 99.9% 0

令和７年度愛知労働局名古屋中公共職業安定所
他清掃業務委託契約

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日
株式会社リッチライフ
名古屋市中区錦二丁目15
番15号

5180001063932
入居ビルより当該業務の委託先が指定されているため、会
計法第29条の３第４項に該当

15,184,875 円 14,539,324 円 95.7% 0

令和７年度障害者就業・生活支援センター事業
（雇用安定等事業）委託契約

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日
社会福祉法人共生福祉会
名古屋市北区山田町四丁
目84番地

5180005002770

障害者の身近な地域で就業面及び生活面の一体的な支援を
行う本事業の実施主体については、障害者の雇用の促進等
に関する法律第27条第１項により、都道府県知事が障害者
の職業の安定を図ることを目的として設立された一般社団
法人、一般財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法
人、その他厚生労働省令で定める法人を指定することとさ
れている。当該法人は、本業務を行うものとして都道府県
知事に指定され、かつ当該地域における本事業の受託者と
して都道府県知事から推薦された唯一の団体であり、会計
法第29条の３第４項（契約の目的又は性質が競争を許さな
い場合）に該当するものである。

17,969,870 円 17,969,867 円 99.9% 0

令和７年度障害者就業・生活支援センター事業
（雇用安定等事業）委託契約

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日
社会福祉法人新城福祉会
新城市矢部字本並48番地

9180305007846

障害者の身近な地域で就業面及び生活面の一体的な支援を
行う本事業の実施主体については、障害者の雇用の促進等
に関する法律第27条第１項により、都道府県知事が障害者
の職業の安定を図ることを目的として設立された一般社団
法人、一般財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法
人、その他厚生労働省令で定める法人を指定することとさ
れている。当該法人は、本業務を行うものとして都道府県
知事に指定され、かつ当該地域における本事業の受託者と
して都道府県知事から推薦された唯一の団体であり、会計
法第29条の３第４項（契約の目的又は性質が競争を許さな
い場合）に該当するものである。

15,720,026 円 15,720,023 円 99.9% 0

令和７年度愛知労働局エフリードビル什器使用
契約

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日
株式会社エフリード
名古屋市中区錦２丁目１１
番６号

8180001034716

什器等を入れ替えることとした場合、什器等の撤去及び設
置に係る作業が必要となり、多額の費用が必要となるこ
と、また、当該作業実施にあたり一定時間当該什器等が使
用不可となり業務に支障が出ることから、会計法第29条の
３第４項に該当

4,968,876 円 4,941,376 円 99.4% 0

令和７年度愛知労働局名古屋中公共職業安定所
他常駐警備業務等委託契約

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日

中京綜合警備保障　株式
会社
名古屋市中区栄三丁目35
番1号

4180001038027
入居ビルより当該業務の委託先が指定されているため、会
計法第29条の３第４項に該当

11,220,000 円 11,220,000 円 100.0% 0

「ハローワーク名古屋南なるみ職業相談窓口」
に係る建物賃貸借契約

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日

名鉄プロパティマネジメン
ト株式会社
名古屋市中村区名駅１丁
目２番４号

7180001148599
現に使用している建物の使用料であるため、所有者でなけ
れば契約不可能であり、会計法第29条の３第４項に該当

7,248,444 円 7,248,444 円 100.0% 0

豊橋公共職業安定所（倉庫）及び豊橋外国人職
業相談センター建物賃貸借契約

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日 個人
現に使用している建物の使用料であるため、所有者でなけ
れば契約不可能であり、会計法第29条の３第４項に該当

6,282,432 円 6,282,432 円 100.0% 0

一宮労働総合庁舎駐車場土地賃貸借契約

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日
サン・ファイン株式会社
一宮市八幡5-1-108

3180001082802
現に使用している駐車場の使用料であるため、所有者でな
ければ契約不可能であり、会計法第29条の３第４項に該当

5,544,000 円 5,544,000 円 100.0% 0

名古屋南公共職業安定所会議室（MEINANビル）
建物賃貸借契約

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日
株式会社　甲子寅
名古屋市瑞穂区日向町三
丁目13番地の２

8180001010031

雇用保険失業給付初回説明会会場として使用することを目
的としているため、庁舎との位置関係、利用者の便、円滑
に運営できる面積を有している等、他の物件では代替が不
可能なため、会計法第29条の3第4項に該当

5,280,000 円 5,280,000 円 100.0% 0



令和７年度あいち雇用助成室（名駅）書庫賃貸
借契約

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日
エイトレント株式会社
大阪府大阪市北区茶屋町
１８番２１号

6120001061197

現に使用している書庫等を入れ替えることとした場合、書
庫等の撤去及び設置に係る作業が必要となり、多額の費用
が必要となること、また、当該作業にあたり一定時間当該
書庫等が使用不可となり業務に支障が生じるため、会計法
第29条の3第4項に該当

4,352,832 円 3,837,636 円 88.1% 0

愛知労働局名古屋中公共職業安定所他駐車場使
用契約

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日
豊島株式会社
一宮市せんい二丁目5番
11号

2180001083272
現に使用している駐車場の使用料であるため、所有者でな
ければ契約不可能であり、会計法第29条の３第４項に該当

4,620,000 円 4,620,000 円 100.0% 0

名古屋南公共職業安定所港湾労働課建物賃貸借
契約

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日 個人
現に使用している建物の使用料であるため、所有者でなけ
れば契約不可能であり、会計法第29条の３第４項に該当

3,887,088 円 3,887,088 円 100.0% 0

「あいち雇用助成室用倉庫」に係る建物賃貸借
契約

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日

小出ビジネスオフィス　有
限会社
名古屋市中区錦二丁目11
番25号

6180002030716
現に使用している建物の使用料であるため、所有者でなけ
れば契約不可能であり、会計法第29条の３第４項に該当

3,696,000 円 3,696,000 円 100.0% 0

愛知労働局広小路庁舎・名古屋北労働基準監督
署愛知労災保険業務センター駐車場賃貸借契約

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日

ジャパンリアルエステイト
投資法人
東京都千代田区大手町１
丁目１番１号

2010005005479
現に使用している駐車場の使用料であるため、所有者でな
ければ契約不可能であり、会計法第29条の３第４項に該当

2,663,760 円 2,663,760 円 100.0% 0

令和７年度一宮公共職業安定所他２所プレハブ
レンタル契約

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日
日東工営株式会社
名古屋市中村区名駅4-2-
11　ナビタ名灯ビル4F

3011101054807
現に使用している物件の使用料であるため、所有者でなけ
れば契約不可能であり、会計法第29条の３第４項に該当

2,464,440 円 2,464,440 円 100.0% 0

令和７年度新城公共職業安定所土地使用料

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日
新城市
新城市東入船115番地

7000020232211
新城市からの借受であり会計法第29条の３第５項に該当
（予決令第99条16号）

2,429,532 円 2,429,532 円 100.0% 0

刈谷公共職業安定所来所者用駐車場賃貸借契約

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日
刈谷機械工業協同組合
刈谷市日高町4-101

3180305005038
現に使用している駐車場の使用料であるため、所有者でな
ければ契約不可能であり、会計法第29条の３第４項に該当

2,728,000 円 2,728,000 円 100.0% 0

「津島公共職業安定所来所者用駐車場」に係る
賃貸借契約

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日 個人
現に使用している駐車場の使用料であるため、所有者でな
ければ契約不可能であり、会計法第29条の３第４項に該当

2,164,800 円 2,164,800 円 100.0% 0

令和７年度豊川公共職業安定所蒲郡出張所土地
使用料

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日
蒲郡市
蒲郡市旭町17－1

3000020232149
蒲郡市からの借受であり会計法第29条の３第５項に該当
（予決令第99条16号）

2,132,715 円 2,132,715 円 100.0% 0

愛知県産業労働センター17階（あいち労働総合
支援フロア就労支援コーナー）使用料

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日
愛知県
名古屋市中区三の丸3－1
－2

1000020230006
愛知県からの借受であり会計法第29条の３第５項に該当
（予決令第99条16号）

1,921,260 円 1,921,260 円 100.0% 0

「瀬戸公共職業安定所来所者用駐車場」に係る
賃貸借契約

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日 個人
現に使用している駐車場の使用料であるため、所有者でな
ければ契約不可能であり、会計法第29条の３第４項に該当

1,774,080 円 1,774,080 円 100.0% 0

令和７年度愛知労働局各種庶務システムプログ
ラム使用許諾及びソフトウェアサポート並びに
機器保守業務委託契約

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日

コンピュータ・システム株式
会社
京都市上京区笹屋町千本
西入笹屋四丁目273番3

5130001002985
システムの版権を所有する業者との契約となるため、会計
法第29条の３第４項に該当

2,471,040 円 2,431,440 円 98.3% 0



令和７年度エフリードビル電話機器一式使用契
約

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日
株式会社エフリード
名古屋市中区錦２丁目１１
番６号

8180001034716

電話機器を入れ替えることとした場合、電話機器の撤去及
び設置に係る作業が必要となり、多額の費用が必要となる
こと、また、当該作業実施にあたり一定時間当該電話機器
が使用不可となり業務に多大な支障が出ることから、会計
法第29条の３第４項に該当

1,580,612 円 1,580,612 円 100.0% 0

令和７年度刈谷公共職業安定所土地使用料

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日
刈谷市
刈谷市東陽町1－1

5000020232106
刈谷市からの借受であり会計法第29条の３第５項に該当
（予決令第99条16号）

7,935,645 円 7,935,645 円 100.0% 0

「名古屋東公共職業安定所来所者用駐車場」に
係る賃貸借契約

支出負担行為担当官

愛知労働局総務部長

稲田　剛

名古屋市中区三の丸

２-５-１

令和7年4月1日 個人
現に使用している駐車場の使用料であるため、所有者でな
ければ契約不可能であり、会計法第29条の３第４項に該当

2,568,000 円 2,568,000 円 100.0% 0

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。


